
◇すでに免状をお持ちの上で、新しく交付を受けた場合の受講について 

講習区分が同一である場合、最初に交付を受けた免状が受講の基準となります。 
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【例】 甲種第１類（以下、甲 1）交付後、甲種第２類（以下、甲 2）と甲種第４類（以下、甲 4）の交付を受けた場合 
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交付日以後の最初の 

４月１日から２年以内 前回受講以後の最初の４月１日から 5 年以内 

交
付 

甲
種
第
２
類 

交
付 

甲
種
第
４
類 

受
講 

消
火
設
備 

※甲 1 と同区分なので、先に交付された甲 1 が基準となる。 

甲 1 が受講済みなら、甲 2 の初回講習も受講済みとみなされる。 
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※甲 1 とは区分が異なるので、受講しなくてはならない。 

R7 年 R8 年 R9 年 R15 年 R14 年 R13 年 R12 年 R11 年 R10 年 

以降、5 年毎同サイクル 


